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■問い合わせ：商工観光課観光物産グループ☎内線 406

　「まいりゅう」のデザインはどなたでも使用できます！　営利目的でも、使用申請手続きをすれば使
用できますので、ぜひご利用ください。営利を目的としないで個人的に使用する場合は、申請の必要
はありません。詳しくは市公式ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

  

イベント景品や PRグッズの製造・配布

オリジナル商品を製造・販売

★龍ケ崎市またはキャラクターの品位を
傷つけたり、そのおそれがあると認め
られるとき

★自己の商標、意匠として独占的に使用
するおそれがあると認められるとき

★法令および公序良俗に反するおそれが
あると認められるとき

★特定の政治・思想・宗教の活動に利用
するおそれがあると認められるとき

★不当な利益を得ることを目的として使
用すると認められるとき

「龍ケ崎市マスコット
キャラクター使用承
認申請書」（様式第１
号）のほか、必要書
類を提出。

「龍ケ崎市マス
コットキャラク
タ ー 使 用 承 認

（不承認）通知
書」を交付。

　様式は市公式ホームページからダウンロード、または商
工観光課窓口で配布しています。オリジナルデザインで作
ることも可能です。詳しくはご相談ください！

デザインデータ
をダウンロード
して使用。
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龍ケ崎市公式

◦ Facebook：ryugasaki.city
◦ twitter：@ryugasaki_city
◦ youtube：https://www.youtube.
com/user/CityRyugasaki

まいりゅう

◦ Facebook：「まいりゅう」で検索
◦ twitter：@machidukuri1
◦ BLOG：http://ameblo.jp/mairyu-1/

龍ケ崎フィルムコミッション

◦ Facebook：ryugasaki.fc
◦ twitter：@ryugasaki_fc

子育て支援センター
さんさん館

◦ Facebook：
ryugasaki.sansan

子育て支援コンシェルジュ

◦ Facebook：
ryugasaki.kosodatesien

市民交流プラザ

◦ Facebook：ryuplaza
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　当市では、広報紙『りゅうほー』や政策情報誌『未来へ』、市公式ホームペー
ジ以外にも、インターネット上の SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サー
ビス）などを利用して情報発信を行っています。
　興味のある方はぜひ、一度アクセスしてみてください！

ゆるキャラ ® グランプリ 2017 エントリー中だよ～ん

市公式サイト内の年齢別相談ページも大人気！

イベント情報が充実！

まいりゅうのデザインを活用しよう！／龍ケ崎市の SNS


